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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第13期

中間連結会計期間
第14期

中間連結会計期間
第13期

会計期間
自　2023年８月１日
至　2024年１月31日

自　2024年８月１日
至　2025年１月31日

自　2023年８月１日
至　2024年７月31日

売上高 (千円) 2,045,182 3,375,609 5,483,091

経常利益 (千円) 23,436 22,573 114,088

親会社株主に帰属する中間（当
期）純利益又は親会社株主に帰属
する中間純損失（△）

(千円) 123,318 △15,723 215,658

中間包括利益又は包括利益 (千円) 123,569 △15,263 213,134

純資産額 (千円) 1,685,551 1,789,246 1,800,203

総資産額 (千円) 3,474,043 5,289,013 4,221,550

１株当たり中間(当期)純利益又は
１株当たり中間純損失（△）

(円) 10.59 △1.69 18.42

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) 10.50 ― 18.26

自己資本比率 (％) 44.9 31.3 39.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △891,632 △936,163 △900,551

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 143,336 △58,867 81,070

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 391,173 1,021,290 954,278

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 1,379,953 1,898,132 1,871,872
 

(注)　１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．第14期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（１） 業績の状況

　当中間連結会計期間においては、景気は、一部足踏みが残るものの、緩やかに回復しています。景気の先行きとし

ては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されます。ただ

し、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが

我が国の景気を下押しするリスクとなっています。また、物価上昇、通商政策などアメリカの政策動向、中東地域を

めぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。

　当社グループがターゲットとする中古マンション市場は、新築マンション価格の高止まりを受けた中古マンション

流通の拡大及びリノベーションに対する顧客認知の高まりにより、中長期的な拡大基調にあります。足元において

は、2025年１月度の首都圏中古マンションの成約件数は3,242件（前年同月比19.6%増）となり、３ヶ月連続で前年同

月を上回りました。成約㎡単価は81.88万円（同7.8%増）と、2020年５月から57ヶ月連続で前年同月を上回りました。

成約価格は5,147万円（同5.9%増）と、３ヶ月連続で前年同月を上回りました。在庫件数は45,478件（同4.2%減）と、

９ヶ月連続で前年同月を下回ったものの、前月比では1.1%増加しました。

　このような経済環境のもと、当社グループは、営業活動などにおける生産性向上に注力しながら、主力サービスで

ある中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」のマーケティング活動を強化するこ

とで、事業規模の拡大を推進してまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は3,375,609千円（前年同期比65.1%増）、営業利益は58,898千円（前年同

期比59.0%増）、経常利益は22,573千円（前年同期比3.7%減）、親会社株主に帰属する中間純損失は15,723千円（前年

同期は親会社株主に帰属する中間純利益123,318千円）となりました。

　なお、当社は、2023年11月１日付で、不動産企画デザイン事業の会社分割及び新設会社の株式譲渡を完了しまし

た。これに伴い、当中間連結会計期間より、報告セグメントを「cowcamo（カウカモ）事業」の単一セグメントに変更

したため、セグメント別の記載を省略しております。

 
（２）財政状態の分析

　（資産の部）

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して1,067,463千円増加し、5,289,013千円と

なりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比較して1,037,227千円増加し、5,004,647千円となりました。これは主に、販

売用不動産が339,301千円増加、仕掛販売用不動産が539,548千円増加したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末と比較して30,235千円増加し、284,366千円となりました。これは主に、有形固定

資産が6,942千円増加し、投資その他の資産が23,293千円増加したことによるものです。

 
　（負債の部）

当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して1,078,419千円増加し、3,499,766千円

となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比較して929,658千円増加し、2,637,091千円となりました。これは主に、短期

借入金が548,484千円増加し、１年内返済予定の長期借入金が374,829千円増加したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比較して148,761千円増加し、862,675千円となりました。これは主に、長期借

入金が194,761千円増加し、社債が46,000千円減少したことによるものです。

 

 （純資産の部）

当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して10,956千円減少し、1,789,246千円と

なりました。これは主に、株主資本が6,240千円減少し、新株予約権が5,176千円減少したことによるものです。
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（３）キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して

26,260千円増加し、1,898,132千円となりました。

　　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は936,163千円（前年同期は891,632千円の支出）となりました。これは主に、棚卸

資産の増加883,097千円などの資金減少要因が、税金等調整前中間純利益2,036千円などの資金増加要因を上回った

ことによります。

 
　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は58,867千円（前年同期は143,336千円の獲得）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出13,545千円、敷金及び保証金の差入による支出21,000千円、貸付けによる支出25,062千円

によります。

 
　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は1,021,290千円（前年同期は391,173千円の獲得）となりました。これは主に、短

期借入金の増加548,484千円、長期借入れによる収入987,200千円によります。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 35,186,100

A種種類株式 700

計 35,186,800
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年３月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,706,000 11,708,000
東京証券取引所
 （グロース）

単元株式数は100株であります。

A種種類株式 700 700 非上場 単元株式数は１株であります。（注）

計 11,706,700 11,708,700 － －
 

（注）A種種類株式の内容は以下の通りであり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容です。

１．剰余金の配当

(1) A種優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日（以下

「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主（以下「A種種類株

主」という。）又はA種種類株式の登録株式質権者（A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。）に対

し、下記９.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式１株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当

（かかる配当によりA種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。）を行う。な

お、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じると

きは、当該端数は切り捨てる。

(2) A種優先配当金の金額

(a) A種優先配当金の額は、1,000,000円（以下「払込金額相当額」という。）に、年率1.0％を乗じて算出した額の

金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が2023年７月末日に終了する事業

年度に属する場合は、A種種類株式について最初の払込みがなされた日）（同日を含む。）から当該配当基準日（同

日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日

割計算を行うものとする（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入す

る。）。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に

対して剰余金の配当（下記(4)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってA種優先配

当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものと

みなす。）が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を

控除した金額とする。

(b) 上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該剰余金の配当が行われる時点までの間

に当社がA種種類株式を取得した場合は、当該配当基準日を基準日として行うA種優先配当金の額は、上記(a)に従っ

て計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのA種種類株式（当社が有するものを

除く。以下本(b)において同じ。）の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みのA種種類株式の数で除して

得られる比率を乗じて得られる金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額（下記(4)に定める。）の額を超

えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法
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第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第１項第12号

ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配当（当該事業年度

より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額（以下に定義され

る。）の配当を除く。また、上記(2)(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、上記(2)(a)に従い

計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。）の総額が、当該事業年度に係るA種優先

配当金の額（当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)(a)に

従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)(a)但書の規定は適用されないも

のとして計算するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日（同日を含

む。）以降、実際に支払われる日（同日を含む。）までの期間、年利1.0％で１年毎の複利計算により累積する。な

お、当該計算は、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）とした日割計算により行うものと

し、除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。A種種類株式１株当たり

につき本(4)に従い累積した金額（以下「A種累積未払配当金相当額」という。）については、下記９.(1)に定める

支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A

種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨て

る。

２．残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記９.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式１

株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額

（以下「A種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日

（以下「分配日」という。）が配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配

当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなし

てA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株

式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

A種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種

優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記１．(2)(a)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする（以

下、A種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。）。

３．議決権

(1) A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(2) 当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議

を要しない。

４．金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

A種種類株主は、以下に掲げる事由が発生した場合、当該各事由に定める日（当該日が営業日でない場合には、その

直前の営業日）を取得請求日（括弧内は必要な事前通知の日数とする。）として、当社に対して、金銭を対価とし

てその有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下「金銭対価取得請求」といい、取得

請求日を、以下「金銭対価取得請求日」という。）ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種

類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第２

項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交

付するものとする。但し、複数のA種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種種類

株式は各A種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。

(a)2027年８月１日が到来した場合

A種種類株主が金銭対価取得請求日として定める日（２週間）

(b) 当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転（当社の単独による株式移転を除く。）

（以下「組織再編行為」という。）に係る議案がすべての当事会社の株主総会（株主総会の決議を要しない場

合は取締役会）で承認された場合
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当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日（２週間）

(c) 当社の普通株式について、上場廃止事由等（以下に定義する。）が生じた若しくは生じる合理的な見込みがあ

る場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合

A種種類株主が金銭対価取得請求日として定める日（10営業日）

「上場廃止事由等」とは、以下の事由をいう。

当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第１項各号に定める事由が発生した場

合、又は、当社がA種種類株式の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表に

おいて債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して６か月を経過する日までの期

間において債務超過の状態でなくならなかった場合

(d) 特定株主グループ（当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいう。）の保有者

（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。）及びその共同保有者（同法第27条の23第５項

に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）の株券等保有割合

（同法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいう。）が50％超となった場合（以下「支配権変動事

由」という。）

A種種類株主が金銭対価取得請求日として定める日（30日以上60日以内）

(e) 当社が事業の全部又は重要な一部を休止若しくは廃止し又は譲渡若しくは会社分割することを決定した場合

A種種類株主が金銭対価取得請求日として定める日（０日）

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

上記(1)(a)、(c)又は(e)の場合、A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、金銭対価取得請求日における

(i)A種種類株式１株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の

合計額に、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額（以下本項において「原則取得価額」とい

う。）をいう。上記(1)(b)又は(d)の場合、A種種類株式の取得価額は、参照パリティ（以下に定義する。）が100％

を超えるときは、原則取得価額に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100％以下となるときは、原則取得

価額とする。なお、本４.の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記

２．(1)及び２．(3)に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算に

おける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当

金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに

交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

「参照パリティ」とは、上記(1)(b)の組織再編行為の場合は以下に定めるところにより決定された値とし、上記(1)

(d)の支配権変動事由の場合はこれに準じて算定するものとする。

(i)当該組織再編行為に関して当社の普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合

当該普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な下記５.(3)及び(4)で定め

る取得価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）

(ii)(i)以外の場合

会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価

を含む条件が決議又は決定された日（決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合

にはかかる公表の日）の直後の取引日（東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取

引所において当社の普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）があった

場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。）に始まる５連続取引日の東京証券取引所に

おける当社の普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該５連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得

られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。当該５連続取

引日において下記５．(4)に記載の取得価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社の普通株式の普

通取引の終値の平均値は、下記５．(4)に記載の取得価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。

(3) 金銭対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

(4) 金銭対価取得請求の効力発生

金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記(3)に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達

した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

５．普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権
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A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式（以下「請求対

象普通株式（普通株式対価）」という。）の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得するこ

とを請求すること（以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対

価取得請求日」という。）ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するの

と引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式（普通株式対価）を、当該A種種類株主に対して交

付するものとする。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)A種種類株式１株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累

積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を

乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)の計算において、

A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記２．(1)及び２．(3)に準じて行われるものと

し、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び

「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額

を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する。普通株式の合計数に１株

に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金

銭の交付は行わない。

(3) 当初取得価額

取得価額は、当初1,200円とする。

(4) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式

無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但

し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普

通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに係

る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。

 
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通

株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的

とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付す

る場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額調整式

における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額と

する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主

への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用す

る。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は

「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有す

る普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    （発行済普通株式数－当社が

保有する普通株式数）

 
＋

新たに発行する

 普通株式数
×

１株当たり

払込金額

調整後
＝

調整前
×

普通株式１株当たりの時価  
（発行済普通株式数－当社が保有する普通株式の数）＋新たに発行す

EDINET提出書類

株式会社ツクルバ(E35028)

半期報告書

 8/29



取得価額 取得価額 る普通株式の数  
          

 

なお、取得価額調整式における「発行済普通株式数」とは、発行済みの取得請求権付株式、取得条項付株式及び

新株予約権（当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ

目的で発行された普通株式を目的とする新株予約権を除く。）の全てについて、当該時点において、当社の普通

株式に転換されたものと仮定した場合の当社の普通株式の総数をいう。

④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価

を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する

場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最

終日。以下、本④において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る

基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発

行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得

価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日があ

る場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が

上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式

の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対

価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本④に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関

して取得に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うも

のとする。

⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込金額と新株予

約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額と

する。以下、本⑤において同じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもっ

て普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、

かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに

係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取

得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権

の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価

額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効

力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、

取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当

該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普

通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。ま

た、本⑤に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普通株式

の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対

して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知し

た上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割

若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当た

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ず

る事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、取得価額を

調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当

該公表が行われた日）に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の
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普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上

げた金額。）とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日を

いう。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の

調整の計算において斟酌される。

(f) 本５．に定める取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業

員に対してインセンティブ目的で発行される普通株式及び普通株式を目的とする新株予約権の発行については適

用されないものとする。

(5) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

(6) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請

求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(7) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種

種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加

の記録を行うことにより普通株式を交付する。

６．金銭を対価とする取得条項

(1) 金銭対価取得条項

当社は、以下に掲げる事由が発生した場合、当該各事由に定める日（当該日が営業日でない場合には、その直前の

営業日）を取得日（括弧内は必要な事前通知の日数とする。）として、金銭を対価としてA種種類株式の全部（一部

は不可）を取得することができる（但し、下記（b）の場合には取得するものとする。以下「金銭対価償還」とい

う。）ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内に

おいて、金銭対価償還の効力発生日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。

但し、A種種類株式の一部を取得する場合において、A種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によっ

て、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

(a) 東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、30連続取引日のうちいずれかの20取引日におい

て、当該各取引日に適用のある上記５．(3)及び(4)に定める取得価額の130％以上であった場合

当社が定める行使日（当該行使日から60日前以降30日以上前。但し、当該事前通知は当該30連続取引日の末日

から30日以内に行わなければならない。）

(b) 当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の普通株式の全てを対価をもって取得

する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主（会社法第179条第１項に定義され

る。）による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は

上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合（以下「スクイー

ズアウト事由」という。）

当該スクイーズアウト事由の効力発生日の前日（当該スクイーズアウト事由発生日から14日以内）

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

上記(1)(a)の場合、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還

に係るA種種類株式の数に、(ii)①A種種類株式１株当たりの払込金額相当額、②A種累積未払配当金相当額及び③A

種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。上記

(1)(b)の場合、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、上記４．(2)第二文に記載

の場合に準ずる方式によって算出される金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本６．の計算に

おいて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記２．(1)及び２．(3)に準じて行われ

るものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる

日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先

配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数

があるときは、これを切り捨てるものとする。

７．譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
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８．株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えな

い。

(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

９．優先順位

(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者（以下

「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第１順位、A種

優先配当金が第２順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とする。

(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第１順位、

普通株式に係る残余財産の分配を第２順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために

必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比

例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10．当社の定款には、会社法第322条第２項に規定する定めはありません。

11. 当社と割当予定先である株式会社丸井グループ（以下「丸井グループ」という。）は、2022年６月13日付で投資契

約（以下「本投資契約」という。）を締結しております。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第19回新株予約権（2024年10月15日取締役会決議)

決議年月日 2024年10月15日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役２
当社従業員20

新株予約権の数(個)　※ 779 (注)２

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式77,900 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 854(注)３

新株予約権の行使期間　※
自2027年11月１日
至2031年10月31日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額　※

発行価格  1,276
資本組入額  638

新株予約権の行使の条件　※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項　※
 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議によ
る承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)５
 

※　新株予約権の発行時(2024年12月13日)における内容を記載しております。

(注) １．本新株予約権は、新株予約権1個につき522円で発行しております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は当社普通株式100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる

株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己新
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株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

４．新株予約権の行使条件は下記の通りとする。

① 新株予約権者は2025年７月期から2027年７月期（別途当社取締役会において2028年７月期と定めた場合には

2028年７月期）までのいずれかの事業年度における当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合

には、連結損益計算書）に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たしている場合に限り、各新株予約

権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の

個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。なお、行使可能割合の計算において、１個未満

の端数が生じた場合には、１個未満の端数については切り下げるものとする。

(a) 売上総利益が50億円を超過した場合：行使可能割合50％

(b) 売上総利益が55億円を超過した場合：行使可能割合100％

 また、当該売上総利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす

企業買収等の事象が発生し、損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書）の数

値を直接参照することが適切ではないと取締役会が判定した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照す

べき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、

監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪

失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使す

ることを認めることができるものとする。また、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある

と取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５. 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記

３．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記５．③に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

     ⑤　新株予約権を行使することができる期間

EDINET提出書類

株式会社ツクルバ(E35028)

半期報告書

12/29



上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間

の末日までとする。

     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

     ⑧　その他新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

     ⑨　新株予約権の取得事由及び条件

以下に準じて決定する。

 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、また

は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要

しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本

新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 新株予約権者が権利行使をする前に、上記４.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

     ⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
第20回新株予約権（2024年10月15日取締役会決議)

決議年月日 2024年10月15日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役４
当社従業員23

新株予約権の数(個)　※ 307 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式30,700 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※  １

新株予約権の行使期間　※
自2025年８月１日
至2031年10月31日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額　※

発行価格  808
資本組入額 404

新株予約権の行使の条件　※ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項　※
 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議によ
る承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)３
 

※　新株予約権の発行時(2024年12月13日)における内容を記載しております。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は当社普通株式100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる

株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。
 

２．新株予約権の行使条件は下記の通りとする。

①　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、

監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪

失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使す

ることを認めることができるものとする。また、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある

と取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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④　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３. 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

     ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

     ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

     ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。

     ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新

株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使

することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1株当たりの金額を 1 円とする。

     ⑤　新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期

間の末日までとする。

     ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

     ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

     ⑧　その他新株予約権の行使の条件

上記２．に準じて決定する。

     ⑨　新株予約権の取得事由及び条件

以下に準じて決定する。

 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、また

は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要

しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本

新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 新株予約権者が権利行使をする前に、上記２.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

     ⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年８月１日～
2024年11月30日
（注）１

普通株式
20,400

普通株式
11,706,000
A種種類株式

700

8,241 68,380 8,241 68,380
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2024年11月30日
（注）２

－

普通株式
11,706,000
A種種類株式

700

△57,689 10,691 △57,689 10,691

 

(注)１．新株予約権の行使により、発行済株式総数が20,400株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ8,241千円増加

しております。

２．2024年10月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、2024年11月30日付で無償減資の効力が発生し、資本金

及び資本準備金がそれぞれ57,689千円減少（減資割合84.4％）しております。

３．2025年２月25日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000株増加、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ820千円増加しております。

EDINET提出書類

株式会社ツクルバ(E35028)

半期報告書

15/29



 

(5) 【大株主の状況】

  　　2025年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

村上浩輝 東京都世田谷区 2,180,000 19.17

株式会社エイチ 東京都渋谷区恵比寿南３丁目７番２号 1,167,500 10.27

株式会社ワングローブキャピタ
ル

東京都品川区西五反田１丁目11番１号 901,500 7.93

合同会社エム 東京都渋谷区恵比寿南３丁目７番２号 885,000 7.78

株式会社日本カストディ銀行
（証券投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 864,100 7.60

中村真広 神奈川県相模原市緑区 814,000 7.16

竹内真 東京都港区 478,500 4.21

イーストベンチャーズ投資事業
有限責任組合

東京都港区六本木４丁目２番45号 350,000 3.08

佐護勝紀 東京都港区 250,000 2.20

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 247,400 2.18

計 ― 8,138,000 71.57
 

(注) １．株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）の所有株式数864,100株は、全て信託業務に係る株式数で

あります。

　　 ２．上記のほかに当社保有の自己株式335,709株があります。

 
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

  2025年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)

総株主の議決権
数に対する
所有議決権数
の割合(％)

村上浩輝 東京都世田谷区 21,800 19.18

株式会社エイチ 東京都渋谷区恵比寿南３丁目７番２号 11,675 10.27

株式会社ワングローブキャピタル 東京都品川区西五反田１丁目11番１号 9,015 7.93

合同会社エム 東京都渋谷区恵比寿南３丁目７番２号 8,850 7.78

株式会社日本カストディ銀行（証
券投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 8,641 7.60

中村真広 神奈川県相模原市緑区 8,140 7.16

竹内真 東京都港区 4,785 4.21

イーストベンチャーズ投資事業有
限責任組合

東京都港区六本木４丁目２番45号 3,500 3.08

佐護勝紀 東京都港区 2,500 2.20

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 2,474 2.18

計 ― 81,380 71.58
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 A種種類株式 700
 

－
A種種類株式の内容は「（１）株
式の総数等　②発行済株式
（注）」に記載のとおりです。

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 335,700
 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式11,368,700
 

113,687

完全議決権株式であり、株主とし
ての権利内容に何ら制限のない当
社における標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は100株
であります。

単元未満株式 普通株式 1,600
 

－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 11,706,700 － －

総株主の議決権 － 113,687 －
 

（注）単元未満株式は、当社所有の自己株式９株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

    2025年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ツクルバ

東京都渋谷区恵比寿四丁目３
番14号　恵比寿SSビル

335,700 － 335,700 2.87

計 － 335,700 － 335,700 2.87
 

(注)　上記自己保有株式は、単元未満株式９株は含まれておりません。

 
２ 【役員の状況】

　  該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年８月１日から2025年１月31

日まで)に係る中間連結財務諸表について、和泉監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年７月31日)

当中間連結会計期間
(2025年１月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,917,882 1,944,142

  売掛金 71,708 132,739

  販売用不動産 969,405 1,308,706

  仕掛販売用不動産 903,172 1,442,721

  その他 105,251 176,337

  流動資産合計 3,967,419 5,004,647

 固定資産   

  有形固定資産 75,383 82,325

  投資その他の資産 178,747 202,040

  固定資産合計 254,130 284,366

 資産合計 4,221,550 5,289,013

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 46,658 37,057

  短期借入金 927,916 1,476,400

  １年内償還予定の社債 140,000 112,000

  １年内返済予定の長期借入金 340,068 714,897

  未払法人税等 15,500 17,735

  賞与引当金 － 53,361

  役員賞与引当金 － 1,725

  その他 237,289 223,915

  流動負債合計 1,707,432 2,637,091

 固定負債   

  社債 173,000 127,000

  長期借入金 540,914 735,675

  固定負債合計 713,914 862,675

 負債合計 2,421,346 3,499,766

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 60,139 10,691

  資本剰余金 1,610,834 1,676,765

  利益剰余金 57,064 34,341

  自己株式 △62,516 △62,516

  株主資本合計 1,665,521 1,659,281

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △5,167 △4,707

  その他の包括利益累計額合計 △5,167 △4,707

 新株予約権 139,848 134,672

 純資産合計 1,800,203 1,789,246

負債純資産合計 4,221,550 5,289,013
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自　2023年８月１日
　至　2024年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　2024年８月１日
　至　2025年１月31日)

売上高 2,045,182 3,375,609

売上原価 761,704 1,731,283

売上総利益 1,283,477 1,644,325

販売費及び一般管理費 ※１  1,246,433 ※１  1,585,426

営業利益 37,044 58,898

営業外収益   

 受取利息 19 187

 受取手数料 921 425

 その他 186 382

 営業外収益合計 1,127 995

営業外費用   

 支払利息 7,842 18,566

 社債利息 318 251

 株式交付費 700 －

 支払手数料 4,970 17,739

 その他 903 762

 営業外費用合計 14,735 37,320

経常利益 23,436 22,573

特別利益   

 関係会社株式売却益 49,226 －

 投資有価証券売却益 50,779 －

 新株予約権戻入益 1,921 9,711

 固定資産売却益 532 －

 特別利益合計 102,460 9,711

特別損失   

 移転関連費用 － 25,188

 投資有価証券評価損 － 5,000

 固定資産売却損 － 60

 特別損失合計 － 30,249

税金等調整前中間純利益 125,896 2,036

法人税、住民税及び事業税 2,577 17,759

法人税等合計 2,577 17,759

中間純利益又は中間純損失（△） 123,318 △15,723

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に
帰属する中間純損失（△）

123,318 △15,723
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自　2023年８月１日
　至　2024年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　2024年８月１日
　至　2025年１月31日)

中間純利益又は中間純損失（△） 123,318 △15,723

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 250 460

 その他の包括利益合計 250 460

中間包括利益 123,569 △15,263

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 123,569 △15,263
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自　2023年８月１日
　至　2024年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　2024年８月１日
　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益 125,896 2,036

 減価償却費 13,272 11,044

 株式報酬費用 11,172 19,061

 賞与引当金の増減額（△は減少） 46,644 53,361

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,437 1,725

 受取利息及び受取配当金 △19 △187

 支払利息 7,842 18,566

 社債利息 318 251

 支払手数料 4,970 17,739

 株式交付費 700 ―

 関係会社株式売却益 △49,226 ―

 投資有価証券売却益 △50,779 ―

 固定資産売却益 △532 ―

 新株予約権戻入益 △1,921 △9,711

 移転関連費用 ― 25,188

 投資有価証券評価損 ― 5,000

 固定資産売却損 ― 60

 売上債権の増減額（△は増加） 33,963 △61,031

 棚卸資産の増減額（△は増加） △817,247 △883,097

 仕入債務の増減額（△は減少） ― △9,600

 未払金の増減額（△は減少） △56,680 △15,839

 未払消費税等の増減額（△は減少） △67,501 20,517

 契約負債の増減額（△は減少） 23,966 23,670

 その他 △103,791 △117,311

 小計 △877,514 △898,556

 利息及び配当金の受取額 19 155

 利息の支払額 △9,204 △22,237

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,932 △15,524

 営業活動によるキャッシュ・フロー △891,632 △936,163

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △6,160 △13,545

 有形固定資産の売却による収入 532 ―

 投資有価証券の売却による収入 53,534 ―

 関係会社株式の売却による収入 97,000 ―

 資産除去債務の履行による支出 △3,070 ―

 敷金及び保証金の差入による支出 △4,000 △21,000

 敷金及び保証金の回収による収入 5,499 600

 貸付けによる支出 ― △25,062

 貸付金の回収による収入 ― 140

 投資活動によるキャッシュ・フロー 143,336 △58,867
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           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自　2023年８月１日
　至　2024年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　2024年８月１日
　至　2025年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 372,688 548,484

 長期借入れによる収入 102,500 987,200

 長期借入金の返済による支出 △54,317 △417,610

 社債の償還による支出 △57,250 △74,000

 ストックオプションの行使による収入 37,465 1,549

 新株予約権の発行による収入 725 406

 支払手数料の支払額 △4,970 △17,739

 配当金の支払額 △4,967 △7,000

 その他 △700 ―

 財務活動によるキャッシュ・フロー 391,173 1,021,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △357,122 26,260

現金及び現金同等物の期首残高 1,737,075 1,871,872

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  1,379,953 ※  1,898,132
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【注記事項】

(中間連結損益計算書関係)

※１.　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前中間連結会計期間
(自 2023年８月１日
　至 2024年１月31日)

当中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
　至 2025年１月31日)

給与手当 575,865千円 635,130千円

賞与引当金繰入額 46,644 〃 53,361 〃

役員賞与引当金繰入額 1,437 〃 1,725 〃
 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。
 

 
前中間連結会計期間
(自 2023年８月１日
　至 2024年１月31日)

当中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
　至 2025年１月31日)

現金及び預金 1,425,961千円 1,944,142千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △46,008 〃 △46,009 〃

現金及び現金同等物 1,379,953千円 1,898,132千円
 

 

(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自 2023年８月１日 至 2024年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の
種類 配当の原資

配当金の
総額

（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年9月14日
取締役会

A種種類
株式

その他
資本剰余金 4,967 7,095.90 2023年7月31日 2023年10月31日

 

 
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるも

の。

該当事項はありません。

 
３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
当中間連結会計期間(自 2024年８月１日 至 2025年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の
種類 配当の原資

配当金の
総額

（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年9月12日
取締役会

A種種類
株式 利益剰余金 7,000 10,000.00 2024年7月31日 2024年10月31日

 

 
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるも

の。

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　 Ⅰ　前中間連結会計期間(自 2023年８月１日 至 2024年１月31日)

「Ⅱ　当中間連結会計期間（報告セグメントの変更等に関する事項）」に記載のとおりであります。

 

　　 Ⅱ　当中間連結会計期間(自 2024年８月１日 至 2025年１月31日)

当社グループは、cowcamo（カウカモ）事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
（報告セグメントの変更等に関する事項）

　当社グループは、報告セグメントを従来「cowcamo（カウカモ）事業」及び「不動産企画デザイン事業」の２

区分としておりました。しかし、2023年11月１日付で、不動産企画デザイン事業を会社分割（簡易新設分割）

により新設会社に承継させたうえで、新設会社の株式の全てを譲渡したことにより、当中間連結会計期間より

報告セグメントを「cowcamo（カウカモ）事業」の単一セグメントに変更しております。

　この変更により、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間のセグメント情報の記載を省略しておりま

す。
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(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、当中間連結会計期間よりcowcamo（カウカモ）事業のみの単一セグメントであるため、セグメント

情報の記載を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間（自　2023年８月１日　至　2024年１月31日）

 （単位：千円）

 cowcamo（カウカモ）

事業

不動産企画デザイン

事業
合計

仲介・付帯サービス 1,228,046 ― 1,228,046

自社企画商品 729,346 ― 729,346

その他 ― 82,478 82,478

顧客との契約から生じる収益 1,957,393 82,478 2,039,872

その他の収益（注）１ 837 4,473 5,310

外部顧客への売上高 1,958,230 86,951 2,045,182
 

　　（注）１.「その他の収益」は「リース会計に関する会計基準」の範囲に含まれる賃貸料収入等であります。

 
　当中間連結会計期間（自　2024年８月１日　至　2025年１月31日）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 cowcamo（カウカモ）事業

仲介・付帯サービス 1,432,754

自社企画商品 1,940,265

顧客との契約から生じる収益 3,373,019

その他の収益（注）１ 2,590

外部顧客への売上高 3,375,609
 

   （注）１.「その他の収益」は「リース会計に関する会計基準」の範囲に含まれる賃貸料収入等であります。

 
（表示方法の変更）

　前中間連結会計期間において、顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、報告セグメントに基づいて

記載しておりましたが、財務諸表利用者により有用な情報を提供することを目的として、当中間連結会計期間より収益

認識の分解情報を「仲介・付帯サービス」「自社企画商品」の区分に変更しております。

　なお、前中間連結会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、変更後の区分方法により作成したもの

を記載しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前中間連結会計期間
(自 2023年８月１日
　至 2024年１月31日)

当中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
　至 2025年１月31日)

(1)１株当たり中間純利益
又は１株当たり中間純損失（△）

10円59銭 △1円69銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰
属する中間純損失（△）(千円)

123,318 △15,723

 普通株主に帰属しない金額(千円) 3,519 3,528

（うち優先配当額(千円)） (3,519) (3,528)

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は
親会社株主に帰属する中間純損失（△）(千円)

119,799 △19,252

 普通株式の期中平均株式数(株) 11,313,938 11,366,881

(2) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益 10円50銭 －

(算定上の基礎)   

　普通株式増加数（株） 90,283 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会
計年度末から重要な変動があったものの概要

－
 
－

 

（注）当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当

たり中間純損失であるため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

2024年９月12日開催の取締役会において、2024年７月31日のA種種類株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり

期末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　 　7,000千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 10,000円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　2024年10月31日

 
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

　　2025年３月14日

株式会社ツクルバ

取締役会  御中

和泉監査法人

　東京都新宿区

代表社員

業務執行社員
公認会計士 　　松藤　悠

代表社員

業務執行社員
公認会計士 　　飯田　博士

業務執行社員 公認会計士 　　秦　　昌幸

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツクル

バの2024年8月1日から2025年7月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年8月1日から2025年1月31日まで）

に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社ツクルバ及び連結子会社の2025年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期
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中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
　

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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